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春
の
全
国
交
通
安
全
運
動
が

４
月
６
日
（火）
か
ら
15
日
（木）
ま
で

の
10
日
間
実
施
さ
れ
ま
す
。

　
運
動
期
間
中
は
、
交
通
ル
ー

ル
を
よ
く
守
り
、
正
し
い
交
通

マ
ナ
ー
の
実
践
を
習
慣
付
け
る

よ
う
呼
び
か
け
ま
す
。
一
人
ひ

と
り
が
交
通
安
全
意
識
を
高

め
、
交
通
事
故
防
止
に
努
め
ま

し
ょ
う
。

▽
運
動
の
基
本
　
子
ど
も
と
高

　
齢
者
の
交
通
事
故
防
止

　●

全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル

　
ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の

　
正
し
い
着
用
の
徹
底

　●

自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進

　●

飲
酒
運
転
の
根
絶

　●

二
輪
車
の
交
通
事
故
防
止

▽
交
通
事
故
死
ゼ
ロ
を
目
指
す

　
日
　
４
月
10
日
（土）
は
交
通
事

　
故
死
ゼ
ロ
の
日
で
す
。
一
人

　
ひ
と
り
が
交
通
ル
ー
ル
を
守

　
り
、
交
通
事
故
を
な
く
し
ま

　
し
ょ
う
。

▽
問
合
せ
　
五
日
市
警
察
署

　
（
☎
５
９
５
・
０
１
１
０
）
、

　
福
生
警
察
署
（
☎
５
５
１
・

　
０
１
１
０
）
、
地
域
防
災
課

　
防
災
安
全
係

　
固
定
資
産
税
は
、
１
月
１
日

現
在
、
市
内
に
土
地
・
家
屋
、

事
業
用
償
却
資
産
を
所
有
し
て

い
る
方
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
縦

覧
は
、
他
の
土
地
や
家
屋
の
価

格
と
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
閲
覧
は
、
自
己
の
資
産
の

課
税
内
容
を
一
年
通
し
て
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳

　
簿
の
縦
覧

　●

縦
覧
期
間
…
４
月
１
日
（木）
〜

　
５
月
31
日
（月）
（
土
曜
・
日
曜

　
日
、
祝
日
を
除
く
。
無
料
）

　●

時
間
…
午
前
８
時
30
分
〜
午

　
後
５
時
15
分

　●

縦
覧
場
所
…
課
税
課

　●

縦
覧
で
き
る
方
…
市
内
に
所

　
在
す
る
土
地
・
家
屋
の
固
定

　
資
産
税
の
納
税
者
と
家
族
な

　
ど
代
理
権
が
あ
る
方

※
固
定
資
産
課
税
明
細
書
、
運

　
転
免
許
証
な
ど
本
人
が
確
認

　
で
き
る
も
の
を
お
持
ち
く
だ

　
さ
い
。

▽
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

　●

閲
覧
開
始
日
…
４
月
１
日
（木）

　
か
ら
（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝

　
日
を
除
く
）

　●

時
間
…
午
前
８
時
30
分
〜
午

　
後
５
時
15
分

　●

場
所
・
期
間

＊
課
税
課
…
４
月
１
日
（木）
〜
５

　
月
31
日
（月）
（
土
曜
・
日
曜
日
、

　
祝
日
を
除
く
。
無
料
）

＊
市
民
課
…
６
月
１
日
（火）
以
降

　
（
手
数
料
が
必
要
で
す
）
。

　●

閲
覧
で
き
る
方
…
納
税
義
務

　
者
、
代
理
人
、
借
地
人
、
借

　
家
人
、
固
定
資
産
の
処
分
を

　
す
る
権
利
が
あ
る
方

※
固
定
資
産
課
税
明
細
書
、
運

　
転
免
許
証
な
ど
本
人
が
確
認

　
で
き
る
も
の
（
代
理
人
は
委

　
任
状
）
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※
借
地
借
家
人
の
方
は
、
身
分

　
の
確
認
の
た
め
に
契
約
書
か

　
そ
の
写
し
、
地
代
、
家
賃
の

　
領
収
書
な
ど
を
お
持
ち
く
だ

　
さ
い
。

▽
固
定
資
産
税
課
税
明
細
書
を

　
送
付
し
ま
す
　
固
定
資
産
税

　
（
土
地
・
家
屋
）
の
課
税
内

　
容
を
確
認
で
き
る
課
税
明
細

　
書
（
非
課
税
物
件
と
免
税
点

　
未
満
を
除
く
）
を
ま
も
な
く

　
送
付
し
ま
す
。
こ
の
明
細
書

　
で
自
己
所
有
の
固
定
資
産
の

　
課
税
内
容
を
確
認
し
て
く
だ

　
さ
い
。
ま
た
、
こ
の
明
細
書

　
は
確
定
申
告
な
ど
に
も
利
用

　
で
き
ま
す
の
で
、
大
切
に
保

　
管
し
て
く
だ
さ
い
。

※
所
有
す
る
固
定
資
産
と
課
税

　
明
細
書
の
内
容
が
異
な
る
場

　
合
は
、
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
課
税
課
土
地
資
産

　
税
係
、
家
屋
資
産
税
係

　
市
で
は
、
屋
外
で
の
移
動
が

困
難
な
障
が
い
児
（
者
）
の
外

出
を
支
援
す
る
た
め
、
移
動
支

援
事
業
（
個
別
支
援
型
）
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
今
回
、
さ
ら

に
障
が
い
児
（
者
）
の
社
会
参

加
と
自
立
生
活
を
促
進
す
る
た

め
、
従
来
の
個
別
支
援
型
に
加

え
、
１
人
の
介
護
人
が
複
数
の

障
が
い
児
（
者
）
を
同
時
に
支

援
す
る
こ
と
が
で
き
る
グ
ル
ー

プ
支
援
型
を
新
た
に
実
施
し
ま

す
。

▽
対
象
　
市
内
在
住
の
障
が
い

　
児
（
者
）
で
、
屋
外
で
の
移

　
動
が
困
難
な
方

▽
問
合
せ
　
障
が
い
者
支
援
課

　
障
が
い
者
相
談
係

　
市
で
は
、
就
労
面
と
生
活
面

の
支
援
を
一
体
的
に
行
う
障
が

い
者
就
労
・
生
活
支
援
セ
ン
タ

ー
を
秋
川
健
康
会
館
内
に
開
設

し
ま
し
た
。

　
障
が
い
の
あ
る
方
に
一
般
就

労
の
機
会
を
広
げ
、
安
定
し
て

働
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援

し
ま
す
。

　
障
が
い
の
あ
る
方
で
就
労
を

希
望
し
て
い
る
方
や
就
労
を
し

て
い
る
方
、
ま
た
、
障
が
い
の

あ
る
方
の
雇
用
を
希
望
し
て
い

る
事
業
所
や
雇
用
を
し
て
い
る

事
業
所
の
方
な
ど
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

▽
利
用
で
き
る
方
　
市
内
在
住

　
の
障
が
い
が
あ
る
方
や
そ
の

　
家
族
な
ど

※
相
談
、
支
援
に
係
る
費
用
は

　
無
料
で
す
。

▽
開
所
日
時
　
月
曜
日
〜
土
曜

　
日
（
祝
日
、
12
月
28
日
か
ら

　
１
月
４
日
ま
で
を
除
く
）
午

　
前
９
時
〜
午
後
５
時

▽
問
合
せ
　
障
が
い
者
就
労
・

　
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
『
あ
す

　
く
』
（
☎
５
３
２
・
１
７
９

　
３
、
　
５
３
２
・
１
７
９

　
４
）
、
障
が
い
者
支
援
課
障

　
が
い
者
相
談
係

　
拡
声
器
の
呼
び
か
け
や
、
チ

ラ
シ
の
配
布
、
新
聞
の
折
込
み

広
告
な
ど
で
、
家
電
製
品
や
家

具
な
ど
の
不
用
品
を
、
無
料
か

格
安
で
回
収
、
処
分
す
る
と
宣

伝
す
る
事
業
者
に
依
頼
し
た
と

こ
ろ
、
ト
ラ
ブ
ル
に
あ
っ
た
と

い
う
相
談
が
、
各
地
の
消
費
生

活
セ
ン
タ
ー
に
寄
せ
ら
れ
て
い

ま
す
。
「
無
料
だ
と
言
っ
て
い

た
の
に
、
回
収
時
に
料
金
を
請

求
さ
れ
た
」
「
業
者
の
車
に
積

み
込
ん
で
か
ら
、
高
額
な
料
金

を
請
求
さ
れ
た
」
な
ど
が
そ
の

内
容
で
す
。
家
庭
内
の
不
用
品

の
収
集
と
運
搬
は
、
市
区
町
村

か
ら
委
託
か
許
可
を
受
け
た
事

業
者
し
か
行
え
ま
せ
ん
。
安
易

に
処
分
を
依
頼
す
る
こ
と
は
ト

ラ
ブ
ル
の
原
因
に
な
る
だ
け
で

な
く
、
不
法
投
棄
さ
れ
る
可
能

性
も
あ
り
ま
す
。
粗
大
ご
み
な

ど
不
用
品
の
処
分
は
、
市
の
ル

ー
ル
に
従
っ
て
行
い
ま
し
ょ
う
。

粗
大
ご
み
な
ど
の
処
分
方
法
に

つ
い
て
わ
か
ら
な
い
場
合
は
、

環
境
課
清
掃
・
リ
サ
イ
ク
ル
係

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
あ
き
る
野
市
消
費
生
活
相
談

　
窓
口
　
消
費
者
が
事
業
者
と

　
結
ん
だ
契
約
で
、
困
っ
た
と

　
き
や
お
か
し
い
な
と
思
っ
た

　
と
き
は
、
ひ
と
り
で
悩
ま
ず

　
に
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

　
い
。

　●

開
設
日
時
…
毎
週
月
曜
・
木

　
曜
日
　
午
前
９
時
〜
正
午
、

　
午
後
１
時
〜
４
時

　●

場
所
…
市
役
所
１
階
市
民
相

　
談
室

　●

問
合
せ
…
商
工
観
光
課
商
工

　
振
興
係
（
直
通
５
５
８
・
１

　
８
６
７
）

▽
東
京
都
消
費
生
活
総
合
セ
ン

　
タ
ー

　●

開
設
日
時
…
毎
週
月
曜
日
〜

　
土
曜
日
　
午
前
９
時
〜
午
後

　
４
時
（
架
空
請
求
１
１
０
番

　
は
午
後
５
時
ま
で
）

　●

消
費
生
活
相
談
・
多
重
債
務

　
相
談
（
☎
03
・
３
２
３
５
・

　
１
１
５
５
）

　●

架
空
請
求
１
１
０
番
（
☎
03

　
・
３
２
３
５
・
２
４
０
０
）

　●

高
齢
者
１
１
０
番
（
☎
03
・

　
３
２
３
５
・
３
３
６
６
）

子
ど
も
手
当
の
支
給

障
が
い
の
あ
る
方
の

　
　
　
　
就
労
支
援
を
始
め
ま
し
た

不用品回収の
　トラブルに注意！！

　
４
月
か
ら
子
ど
も
手
当
を
支

給
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
詳
し
い
内
容
は
、
４
月
15
日

号
の
広
報
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▽
問
合
せ
　
子
育
て
支
援
課
・

　
子
育
て
支
援
係
（
直
通
５
５

　
８
・
１
２
５
０
）

　
小
・
中
学
校
に
通
っ
て
い
る

子
ど
も
が
い
る
家
庭
で
、
経
済

的
な
理
由
に
よ
り
教
育
費
の
支

払
い
が
困
難
な
場
合
は
、
保
護

者
に
対
し
て
学
用
品
費
、
修
学

旅
行
費
、
学
校
給
食
費
な
ど
教

育
費
の
一
部
を
援
助
し
ま
す
。

　
申
請
方
法
な
ど
は
、
小
学
校

新
１
年
生
以
外
の
家
庭
に
は
、

既
に
各
学
校
を
通
じ
て
お
知
ら

せ
し
て
い
ま
す
が
、
届
い
て
い

な
い
場
合
は
連
絡
し
て
く
だ
さ

い
。
小
学
校
新
１
年
生
の
家
庭

に
は
、
入
学
式
後
に
各
学
校
を

通
じ
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▽
問
合
せ
　
教
育
総
務
課
学
務

　
係
（
直
通
５
５
８
・
２
４
１

　
２
）

　
『
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

相
談
セ
ン
タ
ー
』
（
24
時
間
受

付
）
は
、
３
月
31
日
を
も
っ
て

終
了
し
ま
し
た
。

　
４
月
１
日
以
降
の
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
に
関
す
る
相
談
は
、
都

内
各
保
健
所
で
対
応
し
ま
す
。

▽
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
関
す
る

　
相
談
　
西
多
摩
保
健
所
﹇
☎

　
０
４
２
８
・
22
・
６
１
４
１

　
（
平
日
午
前
９
時
〜
午
後
５

　
時
、
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日

　
を
除
く
）
﹈

▽
問
合
せ
　
健
康
課
母
子
・
予

　
防
係
（
直
通
５
５
８
・
１
１

　
９
１
）

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
急
速

な
少
子
高
齢
化
に
対
応
し
て
制

度
の
安
定
を
図
る
た
め
、
平
成

29
年
度
ま
で
の
間
、
年
度
ご
と

に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

　
平
成
22
年
度
の
保
険
料
は
、

平
成
21
年
度
に
比
べ
て
４
４
０

円
引
き
上
げ
ら
れ
、
月
額
１
万

５
１
０
０
円
と
な
り
ま
す
。

▽
問
合
せ

　●

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎
０

　
５
７
０
・
05
・
１
１
６
５
）

　●

Ｉ
Ｐ
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
（
☎
03

　
・
６
７
０
０
・
１
１
６
５
）

　●

青
梅
年
金
事
務
所
（
☎
０
４

　
２
８
・
30
・
３
４
１
０
）

教
育
費
の
一
部
を
援
助

し
ま
す
〜
就
学
援
助
〜

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

に
関
す
る
電
話
相
談
体
制

　
　
　
　
　
　
の
変
更

国

民

年

金

▽
会
社
な
ど
を
退
職
し
た
時

　●

厚
生
年
金
保
険
・
共
済
組
合

　
を
喪
失
さ
れ
た
方
…
国
民
年

　
金
の
加
入
の
届
出
が
必
要

　●

厚
生
年
金
保
険
・
共
済
組
合

　
を
喪
失
さ
れ
た
配
偶
者
で
、

　
国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者

　
の
方
…
国
民
年
金
の
種
別
変

　
更
の
届
出
が
必
要

※
同
日
再
就
職
し
、
厚
生
年
金

　
保
険
・
共
済
組
合
に
加
入
す

　
る
方
や
そ
の
配
偶
者
を
除
き

　
ま
す
。

▽
持
ち
物
　
年
金
手
帳
、
離
職

　
票
な
ど
（
退
職
日
を
確
認
で

　
き
る
書
類
）
、
は
ん
こ

▽
窓
口
　
保
険
年
金
課
年
金
係
、

　
五
日
市
出
張
所

▽
問
合
せ

　●

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎
０

　
５
７
０
・
05
・
１
１
６
５
）

　●

Ｉ
Ｐ
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
（
☎
03

　
・
６
７
０
０
・
１
１
６
５
）

　●

青
梅
年
金
事
務
所
（
☎
０
４

　
２
８
・
30
・
３
４
１
０
）

FAX


